
吹田市民営化保育所（岸部保育園）移管先募集（令和５年４月１日移管分）の応募に係る質問書への回答

No 質問内容 回答

1

保育所用地の大阪府の許可条件を確認するた
め、直近の行政財産許可書を公開してくださ
い。また、使用料算定のルールを教えてくだ
さい。

「行政財産使用許可書」は別紙１のとおりです。
使用料につきましては、大阪府の公有財産に関する条例、規則等により算定されています。
なお、行政財産使用許可により負担金等が発生する場合は、これに相当する額が加算されま
す。

2

移管前に市の許可をもらい、施設、設備の一
部改修を実施することは可能ですか。

令和５年３月３１日までは市が所有する建物になるため、基本的には施設、設備の一部改修
は移管後に実施してください。しかし、インフラ等の移管前に必要な設備の改修について
は、ご相談ください。

3

特別保育事業（発達支援保育）について、公
立と同様に発達支援保育枠を設けて実施する
ことになるのでしょうか。その場合の枠の決
定や変更はどのようになりますか。また、配
慮を要する児童の保育の実施に関する内規及
び市からご支援いただける内容を教えてくだ
さい。

枠としての設定はなくなります。ただし、可能な限り、公立保育所で行っている発達支援保
育と同様に実施していただきたいと考えています。受入人数等につきましては、毎年、本市
保育幼稚園室の入園担当者との調整になります。
「配慮を要する児童に係る保育の実施に関する内規」は別紙２のとおりです。
市からの支援内容は、発達支援フォロー（巡回相談等）を定期的に実施するとともに、特定
教育・保育施設等運営助成金の中で発達支援保育等対策費助成を行います。

4

参考資料４の年齢別定員の括弧内の数字は緊
急保育のことですか。

０歳児から２歳児は特別な配慮を要する家庭の児童のための優先枠です。３歳児から５歳児
は発達支援保育の利用児童のための優先枠です。民営化時にそれぞれの設定はなくなりま
す。ただし、発達支援保育については、可能な限り、公立保育所で行っている内容と同様に
実施していただきたいと考えています。

5

給食室に食洗器とスチームコンベクション
オーブンを設置するスペースはありますか。

現在の備品との入れ替えであれば設置可能です。

6

岸部保育園と同年代に建設された吹田市立保
育園の施設、設備の整備計画がありますか。

岸部保育園については、説明会及び見学会の際にお配りいたしました参考資料２でお示しし
たとおり、令和元年度に大規模修繕等を実施しております。岸部保育園と同年代に建設され
た千里山保育園については来年度、東保育園については今年度に改修工事を行う予定です。
設備については来年度、東保育園においてガスヒートポンプエアコンの更新を行う予定で
す。

7

他市町村の民営化においては、その市町村に
所在する法人には審査の際に加点される場合
がありました。今回の公募においては吹田市
内の法人に対して加点はありますか。

いずれの事業者の提案についても、募集要領の別紙３「移管先選定に係る審査項目」に示す
審査項目により審査します。
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No 質問内容 回答

8

実地調査園については、北摂地域の園とお聞
きしましたが、当法人の北摂地域の園が現在
新築工事中の為、仮園舎で保育を行っており
ます。仮園舎での保育を行っていることか
ら、実際の保育風景を見ていただくことが難
しいため、別の園に変更することは可能です
か。

実地調査は、時間的制約や同一地域での保育内容の確認などのため、北摂地域内の保育所等
を予定しています。ただ、実地調査が困難な状況があれば、調整させていただく場合があり
ます。

9

資料内の徴収費用一覧には、主食代および副
食代の記載がありませんでしたが、徴収は無
いということですか。

公立保育所の３歳児以上の給食費（主食費及び副食費）は月額５，３００円です。また、副
食費免除対象者については、副食費４，５００円を免除します。

10

施設の各室の面積等が記載されている図面を
いただけますでしょうか。

施設の平面図は別紙３のとおりです。

11

保護者が民営化に反対されている場合の対応
に市が協力をしていただけますか。

民営化に伴う様々な調整事項については、市・保護者代表・移管先事業者による三者懇談会
で協議を進めます。
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配慮を要する児童に係る保育の実施に関する内規 

                                  

（趣旨） 

第１条 この内規は、配慮を要する児童に係る保育(以下「要配慮保育」という。) の実施に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（対象児童） 

第２条 配慮を要する児童は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。）第１

条第１号から第９号の保育を必要とする事由により支給認定を受け、保育所、認定こども園、小規模

保育事業所及び事業所内保育施設(以下「保育所等」という。) の利用児童又は利用申込児童で、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 当該年度の初日において満３歳以上である就学前児童(子ども・子育て支援法(平成２４年法 

律第６５号)第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。) で、発達支援保育実施要 

領（平成２６年１１月５日制定。以下「要領」という。）第２条に規定する発達支援保育の対

象児童に相当する程度の心身の障害等があり、支援を要するもの 

⑵ 児童発達支援センター等における日々の専門的な療育、または医療機関、医療型児童発達支 

援センター等における日々の訓練が必要である程度の心身の障害等があり、支援を要するもの 

 ⑶ 疾病や身体的障害等で、日常生活に支援を要するもの 

 (配慮を要する児童に対する保育の実施) 

第３条 市長は、吹田市立保育所、吹田市立幼保連携型認定こども園、吹田市立小規模保育施設及

び吹田市立幼稚園型認定こども園（以下「吹田市立保育所等」という。）において要配慮保育を

実施する。 

２ 市長は、吹田市立保育所等以外の保育所等において要配慮保育を実施する者のうち、市長が適

当と認める者に対し、支援を行うものとする。 

 (配慮を要する児童の決定) 

第４条 市長は、保護者の同意を得て要配慮保育の実施に係る面接を行い、次条に規定する会議に

おける協議を経て、要配慮保育の利用を決定するものとする。ただし、前年度に配慮を要する児

童の決定を受けたものは、この面接を省略できるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による配慮を要する児童の決定に必要な書類を保護者に求めることができ

る。 

３ 配慮を要する児童の決定については、年度ごとに次条に規定する会議において協議するものと

する。 

 (会議) 

第５条 要配慮保育については、次のいずれかの会議で利用の適否を協議する。 

⑴ 要領第６条第３項に規定する発達支援保育検討会議。 

⑵ 前号に準じて、保育幼稚園室参事（保育担当）が主宰する検討会議（構成員は、保育幼稚園 

室参事（保育担当）、発達指導員、保健師または看護師、保育士及び保育幼稚園室参事（保育 

担当）が指名する職員とする。） 

 

別紙２ 



 

 (体験保育) 

第 6条 市長は、心身の状況を把握する必要があると認める配慮を要する児童について、体験保育

を保育所等で実施する。 

 (職員の配置) 

第７条 市長は、要配慮保育を適切に実施するため、要領第８条第１項に規定する保育条件協議会に

おいて、配慮を要する児童の保育条件を個別に協議し、吹田市立保育所等に必要な保育士その他

の職員を配置するものとする。 

２ 第 3条第 2項の規定による支援は、適切な要配慮保育を実施するために必要な職員を配置する

ことができるよう吹田市特定教育・保育施設等助成金交付要領に基づく支援を行うものとする。 

 (巡回相談) 

第８条 市長は、配慮を要する児童の支援を適切に実施するため必要があると認めるときは、職員

をして、保育所等を訪問させ当該保育所等において障害児等の保護者及び当該保育所等の職員か

らの相談に応じさせるものとする。 

 (関係機関との連携) 

第９条 市長は、配慮を要する児童の支援を円滑に推進するため、関係機関及び保護者と連携を密

にし、必要があると認められるときは、これらに協力を求めることができる。 

 

 

附 則 

この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






